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１　施策の目的と指標
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単位 数値区分 H27年度 H28年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

見込み値 71,089 70,568 70,041 69,521 68,996 68,430

実績値 72,305 72,018 71,602 71,370 71,249 71,395

見込み値

実績値

見込み値

実績値

目標値 - - - - 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0

実績値 - - 40.4 43.2 42.7 44.5

目標値 - - - - 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

実績値 5.5 5.3 5.8 5.4 5.9 5.9

目標値

実績値

目標値

実績値

①

②
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④

４　施策の状況変化・住民意見等　※目標設定の前提とした後期基本計画策定時点の状況変化・住民意見等を記載しています。

５　予算等の推移 ※当初予算。骨格予算の年度は６月補正後

-

5.6

３年度
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734,736

①施策を取り巻く状況変化 （対象や根拠法令等は、今後（～R6年度末を見越して）どのように
変化するか？）

・少子高齢化、核家族化、人口減少に伴い、孤立、虐待、ひきこもり、自殺、８０５０問題など、重
層的な課題や制度の狭間にある課題を抱えた世帯の増加が予想される。
・包括的な支援体制の整備をしていくことが市町村の努力義務とされており、今後も総合相談
体制の推進は必要である。（社会福祉法第１０６条の３）
・包括的な支援体制の整備促進のための方策として①断らない相談支援（身近な相談の場、
縦割りでない総合相談体制づくり）②参加支援（生活支援、就労支援等）③全世代を通じた地
域内での支えあう関係づくりが必要（地域共生社会推進検討会中間とりまとめ　令和元年７月１
９日　厚生労働省）

①市民（市民、事業所、地域、団体）の役割 （住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティ
が共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

・困った時にSOSが出せる（誰かに相談できる）
・困っている人をキャッチし、課題解決に向けて協力できる
・困っている人をキャッチし、相談機関につなぐことができる
・相談できる場所を知っている

②行政（市、県、国）の役割 （協働を進めるため市がやるべきこと、県がやるべきこと、国がや
るべきこと）

・市民が困りごとを相談できる場の周知や体制づくり
・市民の相談を縦割りではなく、丸ごと（総合的に）受け止める総合相談体制の構築
・市民が自立した生活を送ることができるための支援の充実
・相談支援者のスキルアップ

②関係者からの意見・要望 （この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からど
んな意見や要望が寄せられているか？）

・どこに相談していいかわからないといった内容でも相談することができるようになった。
・福祉に関する様々な課題を包括的に対応していくための福祉総合相談体制は今後も重要で
あり、専門的な人員配置も検討してほしい。
・相談支援の部署同士の役割分担、連携が難しい場合がある。
・市に相談が入るときには既に問題が重くなっているケースが見受けられる。SOSが出せない市
民もいる。早い段階で相談支援につながることが必要。
・家族が高齢化することにより見えてくる問題もある（８０５０問題等）子ども、若者時代からの支
援が途切れない仕組みが必要。
・本人の自立を目指し、就労支援するが、本人の環境やスキルの問題により、結びつかない
ケースも多い。
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生活に困ったとき、市の相談窓口があることを知っている市民の割合

生活保護率
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対
象
指
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成果指標設定の
              考え方

（成果指標設定の理由）

生活保護の受給状況を示す／生活保護に至る前や生活保護を受けているときに市で相談を受け前向きに自立することができれば、生活保護率の大幅な増加は
抑えられるため、成果指標とした。

　成果指標の
           測定方法

　（どのように
　実績値を把握するか）

福祉総合相談体制の浸透度を示す／市民が生活困窮に陥っても市で相談を受けられることを知っていれば、生きることをあきらめないことにつながるので、成果
指標とした。

生活保護受給者数÷市人口（毎年4月1日現在）×1000

市民アンケート『生活に困ったとき、市役所に相談窓口があることを知っていますか』において、「知っている」と回答した人の割合

71,880

令和　４年　７月２２日
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施策名

福祉総合相談課

西海　桂

ともに生き支えあうまちの形成

福祉総合相談体制の充実

人

％

（３）対象指標（対象の大きさを表す指標）

（４）成果指標（意図の達成度を表す指標）

生活に困っても、生きることをあきらめない

（１）対象（誰、何を対象としているのか）　※人や自然資源等

（２）意図（この施策によって対象をどう変えるのか）

施策関連課名

市民

①
生活に困ったとき、市の相談
窓口があることを知っている
市民の割合

２　指標等の推移
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　目標設定の考え方・理由（可能性と必然性）

厚生労働省では地域共生社会の実現に向けて２０２５年を目途に包括的相談支援体制の構築を掲げている。令和６年度は２０２５年目前であり、目標値は、市の相談窓口を２人に１人
が知っていることを目指し、現況値（平成３０年度末実績値・４０．４％）より１０ポイント増の５０％を設定した。

生活保護世帯に占める高齢者世帯の割合は平成２５年度末は４３．８％だったが、平成３０年度末は５３．３％で、５年間で９．５％増加した。今後人口減少が見込まれるが、高齢化が進
むことを考慮すると生活保護率が減少していくことは考えにくく、成り行きでは令和６年度には６．４‰程度と想定するが、６．０‰を超えないことを目標値に設定した。

２年度 ４年度 ５年度

３　施策の役割分担

482,251 550,675国庫支出金

関連事業予算額（単位：千円）

（
予
算
額
の
内
訳

）

654,777 745,739

2,378 2,464

2,305 2,901

542,360

2,461

0

2,301

187,614

0 0地方債

県支出金

167,843 189,699一般財源

その他



６　施策の成果水準とその背景 施策名：

７　基本計画期間における施策方針

８　施策の目標達成のための基本事業の今年度（R4年度）の取組（事務事業）状況・今後の課題と次年度（R5年度)の方針

1

2

3

4

5

シート２福祉総合相談体制の充実

かなり低い成果水準である

どちらかといえば低い成果水準である

ほぼ同水準である

どちらかといえば高い成果水準である

かなり高い成果水準である

　　※背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

・成果指標①「生活に困ったとき、市の相談窓口があることを知っている市民の割合」は目標値を若干超
える４４．５％であり前年度と比べて、＋１．８‰上昇した。目標値の設定は年度ごと＋2‰のため、若干届
いていないものの、相談窓口の設置が市民に浸透してきていると考えられる。
・成果指標②「生活保護率」については令和２年度と同様の５．９‰であった。
　保護決定の内訳はコロナが原因で生活保護になったものはなく、預貯金の減少、老齢による収入減な
どの理由であり、高齢化に伴い計画期間内に生活保護率が６．０‰を超える可能性も考えられる。

　　※背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

　　※背景・要因と考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

（３）他団体比較（近隣他市、県・国との比較など）

（２）時系列比較（どのように変化してきたか）

次年度（R5）の方針今年度（R4）の取組（事務事業）状況及び今後の課題

【取り組み】
・福祉総合相談定例会を開催し、保健福祉部内及び関係部署の相
談窓口の情報共有、連携により複合的な課題を抱えた世帯への支
援の充実を図る。
・重層的支援体制整備に向け、保健福祉部内で研修を行うなど、体
制あり方を検討している。
　【課題】
・重層的支援体制整備事業は、属性や世代を問わない相談支援か
ら居場所づくり、就労や見守などの参加支援、多世代が交流する地
域づくりといったボリュームの大きな事業であり、検討事項も多く、本
市にあった体制構築は課題である。

（１）目標達成度（目標値との比較）

目標より低い実績値だった

どちらかといえば目標より低い実績値だった

目標より高い実績値だった

成果がかなり低下した

成果がどちらかといえば低下した

成果はほとんど変わらない（横ばい状態）

成果がどちらかといえば向上した

成果がかなり向上した

どちらかといえば目標より高い実績値だった

目標どおりの実績値だった

・本市では、県内他自治体に先駆けて、平成２４年度から「福祉総合相談課」を新設し、総合相談体制を
構築してきた。
・令和４年２月1日現在の生活保護率は、本市は６．２‰であり、山梨県４．８‰、県内市平均９．４‰であ
り、山梨県よりは若干高かったものの県内市平均に比べ下回っていた。
（比較できる山梨県の直近データR4.2.1現在)

・成果指標①「生活に困ったとき、市の相談窓口があることを知っている市民の割合」は、後期基本計画
の指標では、最終目標値を５０％に設定している。令和３年度の実績値は、４４．５％だった。
・成果指標②「生活保護率」は、令和２年から最終目標値まで６．０‰と設定しているが、令和３年度の実
績値は令和２年度と同様に５．９‰だった。生活保護の新規決定者は、主に高齢化や収入減のためで、
コロナ禍ではあるが直接の原因がコロナによるケースはなかった。

総合相談体制の充実と強化

自立に向けた支援の推進

基本事業

【取り組み】
・子どもの生活支援事業を通して生活困窮世帯の子どもに対する
生活支援、居場所づくりを継続し取組んでいく。
・就労の前段階として必要な生活習慣の形成、社会適応能力の獲
得を含めた個々への支援を就労準備支援事業者と協働しながら取
組んでいる。
【課題】
・子どもの生活支援事業終了（高校卒業程度の年齢）後の支援
・就労準備支援事業の周知

・福祉総合相談定例会の継続開催により、複合的な課題を
抱えた世帯への支援体制の課題を共有して、対策を検討
していく。
・令和６年度の重層的支援体制整備の実施に向け、体制
整備の構築（部内の連携・事業の共有）、予算化等準備を
進める。

・子ども生活支援事業終了後の居場所づくり、支援の継続
に取組む。（１８歳以上：学習支援のボランティア、就労準
備支援事業などを通じて、引続き担当内で相談支援し当
事者と繋がっていく）
・事業報告会の開催、パンフレットの作成等を通し、就労準
備支援事業の周知を図る。（庁内の関係機関に対し、事業
報告会などを通し、ひきこもりの方に対する就労支援につ
いて、情報提供、実態把握を図っていく）
・生活保護の被保護者、ひきこもりにより就労準備支援事業
を受けた方など、ハローワークと連携し就労に繋げていく。

（１）施策の基本方針

・分野別、年齢別などで区切らない全世代を対象とした包括的支援体制の構築を目指す。
・庁内や関係機関と連携を図り、市民が気軽に相談できる場を充実させ、相談支援体制を強化する。
・相談につながった市民が支援を受け、自立した生活を送ることを目指す。


